
別紙４（別記２－１の第３関係） 

 

スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業（農業支援サービスの育成

加速化支援のうち農業支援サービスの立上げ・事業拡大・流通販売体系転換支援） 

のうち整備事業に関する補助対象経費について 

 

（１）整備事業の施設別の上限事業費は、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱（令和４

年４月１日付け３農産第 2890 号農林水産事務次官依命通知）別記１のⅡ－１の第２の４の

（２）に掲げるものとし、その額を超える部分については、補助対象としないものとする。

ただし、地域の実情等やむを得ない事由により、上限事業費を超えて施工する必要があると

地方農政局長等が特に認めた場合にあっては、予算の範囲内においてこの額を超えて補助

対象とすることができるものとする。 

（２）次に掲げる基準を満たすものとする。 

ア 事業実施主体が、自己資金若しくは他の補助により事業を現に実施し、又はすでに終

了しているものは、本対策の補助の対象外とする。 

イ 補助対象事業費は、本対策の実施地域の実情に即した適正な現地実効価格により算定

するものとし、事業の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければなら

ないものとする。 

また、事業費の積算等については、「補助事業等の厳正かつ効率的な実施について」及

び「過大積算等の不当事態の防止について」によるものとする。 

ウ 施設の整備に当たっては、地方農政局長等は、一個人に受益がとどまるような事業計

画が策定されないよう、事業実施主体に対して周知徹底し、事業計画の審査等において

も留意するものとする。 

エ 事業で整備する施設は、原則として、新品、新築又は新設によるものとし、耐用年数

がおおむね５年以上のものとする。 

ただし、既存の施設及び資材の有効利用並びに事業費の低減等の観点から、サービス

提供地域の実情に照らし適当な場合には、古品・古材若しくは間伐採の利用、増築・併

設等、合体施行又は直営施行を推進するものとする。 

なお、原則として、この場合の古品及び古材については、新資材等と一体的な施工及

び利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。 

このほか、資材の選定に当たっては、「森林・林業基本計画」の趣旨を踏まえた木材の

利用を考慮の上、適切な選定を行うものとする。 

オ 施設の整備に対する補助については、既存施設の代替として、同種・同能力のものを

再度整備すること（いわゆる更新）は、補助の対象外とするものとする。 

カ 施設の附帯施設のみの整備は、交付の対象外とするものとする。 

キ 施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃借に要する経費又は補償費は、本要綱に定め

がないものについては、交付の対象外とするものとする。 

ク 事業実施主体以外の者に貸し付けることを目的として施設を整備する場合については、

次によるものとする。 

（ア）貸付けの方法、貸付けの対象となる者等については、あらかじめ事業実施計画書に

おいて明らかにするものとする。なお、貸付けの方法、貸付けの対象となる者等につい

て変更する場合にあっては、地方農政局長等と協議するものとする。また、事業実施主

体は、貸借契約に明記した事項が利用者又は自らと競争関係にある者に制約を加える



ことのないように留意するものとする。 

（イ）事業実施主体が賃貸料を徴収する場合は、原則として、「事業実施主体負担（事業費

－補助金）／当該施設の耐用年数＋年間管理費」により算出される額以内であることと

する。 

（ウ）貸借契約は、書面によって行うこととする。 

なお、事業実施主体は、賃借契約に明記した事項が利用者又は自らと競争関係にある

者に制約を加えることのないよう留意するものとする。 

ケ 対象作物が果樹の場合は、受益地区の対象品目の栽培面積に占める受益地区の対象品

目の果樹収穫共済の加入面積及び農業経営収入保険の作付予定面積の総和の割合が、直

近の当該都道府県の平均以上であり、又は当該都道府県の平均以上となることが確実と

見込まれていなければならないものとする。 

コ 乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設又は集出荷貯蔵施設を新

設する場合は、既存施設の再編合理化を検討するものとする。 

サ 土地利用型作物を対象とした乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工

施設又は集出荷貯蔵施設を整備する場合は、地方農政局長等は、事業実施主体がその整

備する施設を適切に衛生管理できる者であることを確認するものとする。 

シ 本対策により施設を整備する場合にあっては、天災等により被災した際に円滑な施設

の補修及び再取得が可能となるよう、国の共済制度（国の共済制度に加入できない場合

にあっては、民間の建物共済や損害補償保険等（天災等に対する補償を必須とする。））

に確実に加入するものとし、当該施設の処分制限期間において加入が継続されるものと

する。 

なお、事業実施主体は、事業実施状況報告書の提出に併せて、国の共済制度又は民間

の保険等への加入状況が分かる資料の写しを提出するものとする。 

ス 成果目標の達成に必要となる改修等については、以下の条件を全て満たす場合に補助

対象とすることができるものとする。 

（ア）同種・同規模・同能力の施設の新設価格及び耐用年数を勘案し中古施設の改修等の方

が経済的に優れていること。 

（イ）改修等を行う前の施設の法定耐用年数が 10 年以上、かつ、内部施設の法定耐用年数

以上であること。 

（ウ）交付事業等により取得した財産の改修等を実施する場合は、あらかじめ「補助事業等

により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」により財産

処分申請を行い、財産処分の承認を受けている、又は承認を受ける見込みであるこ

と。 

 


